
公的年金からの特別徴収

税
負
担

　※R５年６月時点で既に確定しており、
　　納税義務者にも通知済み。

　　10月分から控除
（控除しきれない場合は
　12月分から順次控除）

税
負
担

R6.4 6 8 10 12 R7.2

   特別徴収税額
 (当年度分の税額から仮特別徴収
  税額を除いた税額を３期分徴収)

R6.4 6 8 10 12 R7.2

仮特別徴収税額


